
あさひの里 お便り 令和２年５月号

全国に緊急事態宣言！！宮崎県では１１日から３１日まで県独自の「強い警戒態勢」に移行するとの表明

がありました。「新しい生活様式」の徹底！！色んな聞きなれない言葉の不安や自粛生活でストレスを多く

感じていることだと思います(＠_＠;)ここを何とか乗りきり、また、皆で楽しく作業や外食、遠足、旅行に行

きたいね☆それを、目標にもう少しだけ我慢して・・・感染予防に皆で頑張りましょう＼(~o~)／

○5月15日（金） 工賃支給日

※ 今月の休み

3日 4日 5日 6日 10日 17日 24日 30日 31日

9日間の休みになります。

障がい者支援施設 あさひの里 〒889‐4411 高原町大字広原3845‐18

就労継続B型・就労移行・生活介護 ℡0984‐42‐0200

△外泊、外出自粛が２ヵ月余り・・・入所利用者の休日は散歩やカラオケ♬洗濯支援、居室支援、花壇の草

取り、各担当で工夫して余暇支援を行い♡のんびり～ゆっくり～過ごす日もあります(*^^)v家族会の皆様、

ご心配でしょうが…楽しく日々過ごしてます＼(^o^)／

（イメージ画像）

← 栗の木を250本植えま

した。3～5年後☆みんなで

収穫しようね(・o・)

（園近くの池）


